
    「シンガポール赴任前研修」のお知らせ 

国際機関日本アセアンセンター 

 

近年のＡＳＥＡＮブームの中、多くの日本人が現地法人等の幹部として赴任されています。一方、

現地法人・駐在事務所の代表として知っておくべきことを知らずに赴任し、その後、様々な問題が起

こっているケースも散見されるようです。現地法人社長・駐在員事務所長は、本社の中間管理職では

なく、現地では経営者です。現地の人たちの社会、文化、習慣に加え、法務、税務、労務の法律概要

や現地ビジネスの常識を経営者として知っておくことは、スムースな操業に大変重要かと考えます。

家族同伴の場合、医療や教育事情等きめ細かな現地生活環境を事前に知ることも重要です。 

日本アセアンセンターでは、赴任者のスムースなオペレーションを期待して、シンガポール赴任前

研修を開催することとしました。赴任後は日々の業務に忙殺され、思ったほど任地の歴史や社会等、

知っておくべきことを勉強できないことが多いのも現実です。この機会に、現地駐在、駐在ＯＢを含

む多くの講師の方々と知識、経験を共有いただければと希望します。 

 

概要 

日時 ２０１５年３月９日（月）－１０日（火） 午前１０時－午後６時（受付開始 ９：３０） 

講演の 

内容・ 

予定者 

２日間の講義（９回）に参加いただき、シンガポール事情の概要・注意点を把握し、赴任後のスム

ースなオペレーションのための情報を得ていただくことを目的としています。講義では、専門家に

よるシンガポールの政治経済概要、法務、税務、労務、物流、ＦＴＡ等の講義を通して現地の実態

に精通していただくとともに、進出日系企業ＯＢ等からの体験談や現地の生活環境など、幅広く解

説頂く予定です。参加者による意見交換親睦会も開催予定です。 

会場 
国際機関日本アセアンセンター内 アセアンホール 

東京都港区新橋６－１７－１９ 新御成門ビル１Ｆ  

主催 国際機関日本アセアンセンター  

対象者 
① シンガポールに赴任予定の方 

② シンガポールの現地法人・駐在員事務所を統括されている本社の方（経理・総務含む） 

定員 
７０名（申し込みを頂いた方には別途当方より調査票を送付します。審査の上、受講票を発送

します）定員を超えた場合は、①の赴任予定の方、および中小企業の方を優先します。 

形式 シンガポール事情の講義【シラバスは別表の通り】 部分参加も可能です。 

費用 無料 

問合せ

先 

国際機関日本アセアンセンター貿易投資部（担当：中西、佐藤）Tel:03-5402-8006  

WEB: http://www.asean.or.jp/     E-mail:in6@asean.or.jp 

申込み

方法 

下記 Webページよりお申し込みください。 

http://www.asean.or.jp/ja/invest-info/eventinfo-2014-55/ 
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